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議
案
第
二
十
二
号

中
部
広
域
府
政
管
雫
組
合
規
約
の
璽
更
に
つ
い
て

地
方
自
治
法
(
昭
和
二
十
二
年
態
律
空
ハ
十
七
号
)
第
二
百
八
十
｣
ハ
条
竺
項
の
規
定
に
ょ
わ
､
中
部

広
域
行
政
管
理
組
合
規
約
.
を
次
･
の
と
お
り
変
電
す
る
｡

昭
和
五
十
四
年
三
月
十
日

三

　

朝

　

町

　

長

徳

.

　

村

喬

　

　

成

繁
五
喜
年
苦
廿
月
廃
車
可
決

三
朝
町
親
金
線
長
徽
田
嶺

ヽ



中
部
広
域
行
政
管
理
組
合
規
約
の
]
部
を
改
立
す
る
規
約

′

中
部
広
域
行
政
管
理
組
合
規
約
(
昭
和
四
十
六
年
十
7
月
l
日
許
可
)
の
7
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
･

第
三
条
に
次
の
　
7
号
を
加
え
る
.

九
　
視
聴
覚
ラ
イ
ブ
ラ
リ
ー
の
設
層
､
運
営
及
び
管
理
に
関
す
る
む
と
O

第
十
二
条
を
十
三
姦
i
)
し
'
･
滞
十
1
条
中
｢
理
事
会
の
承
認
を
得
て
消
防
長
が
任
免
す
る
.
｣
を
｢
理
事

会
の
考
認
を
得
て
消
防
長
が
色
免
七
､
.
教
育
兵
及
び
教
育
委
員
会
の
瞥
見
は
､
教
育
委
員
会
が
任
免
す
る
･
｣

に
改
め
､
第
十
1
条
を
窮
十
二
条
と
し
､
第
十
条
を
第
十
7
条
と
し
､
第
九
条
の
次
に
次
の
1
条
を
加
え
る
.

(
教
育
委
員
会
)

寛
十
条
　
組
合
に
､
地
方
教
育
行
政
の
組
織
及
び
運
営
に
関
す
る
法
律
(
昭
和
三
十
7
年
法
律
発
育
六
十
二

号
)
第
二
条
の
規
定
に
基
づ
き
､
教
育
委
員
会
を
偉
く
.
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Q
規
約
は
､
許
可
の
日
か
ら
穂
行
す
る
｡
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